
 
令和８年設楽町公告第８号 
予防接種法施行令第５条の規定に基づき、定期の個別予防接種を次の 

とおり実施する。 
 令和８年４月１日 

設楽町長 土屋 浩  

 
１ 予防接種の種類、対象者 

予防接種の種類 対象者 

ロタウイルスワクチン 

※１ 

１価 生後６週～２４週の者 

５価 生後６週～３２週の者 

ヒブワクチン 生後２月～５歳に至るまでの期間にある者 

小児肺炎球菌ワクチン 生後２月～５歳に至るまでの期間にある者 

B 型肝炎ワクチン 生後２月～１歳に至るまでの期間にある者 

日本脳炎ワクチン 
９歳～１０歳に至るまでの期間にある者 
接種勧奨差し控え期間中に、１期２期の予防接種を

逃した２０歳未満の者 

２種混合ワクチン（DT） １１歳～１２歳に至るまでの期間にある者 

ヒトパピローマウイルスワクチン 小学６年生～高校１年生相当の女子 

肺炎球菌ワクチン 
接種時に６５歳の者、または接種時に６０～６４歳 

で、心臓、腎臓又は呼吸器等の慢性の病気にり患し 

ている(身体障害者手帳１級相当の障害を有する) 

者 

インフルエンザワクチン※２ 

新型コロナウイルスワクチン※３ 

帯状疱疹ワクチン 

今年度６５・７０・７５・８０・８５・９０・９５・

１００歳になる者 
接種時に６０～６４歳でヒト免疫不全ウイルスに

よる免疫の機能の障害があり、日常生活がほとんど

不可能な者 

 
２ 実施期間 
  令和８年４月１日から令和９年３月３１日 
  ※２は令和８年１０月１５日から令和９年１月３１日 



  ※３は令和８年１０月１５日から令和９年３月３１日 
３ 実施場所 
  月新堂医院、伊藤内科、つぐ診療所、その他愛知県内の広域予防接種協力医療機関

で実施可 
  ※１は月新堂医院では接種できません 
４ 注意事項 
  医療機関に予約して接種すること 
  予防接種の手引きを熟読し接種を受けること 


